
　　　

　３月議会で繰越明許が議決されたことから工期を延長するものである。変 更 の 理 由

大館市軽井沢字五輪岱３４－７

契 約 者 住 所 氏 名 株式会社鈴木興業

代表取締役 鈴木　優一

変更後の請負代金額 7,370,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

変 更 後 の 工 期 令和5年12月21日 ～ 令和6年6月28日

変更前の請負代金額 7,370,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和5年12月21日

変 更 契 約 締 結 日 令和6年3月25日

変 更 前 の 工 期 令和5年12月21日 ～ 令和6年3月29日

様式第４号

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等 市道軽井沢渡線道路補修工事　05-51DH-42

工 事 場 所 大館市軽井沢字軽井沢　地内


